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日本証券業協会 第１会議室 

 

議           案 

 

１．アジア地域ファンド・パスポート（ARFP）について 

２．ARFP対応に係る外国証券規則上の検討事項について 

 

 

以    上 
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ＡＲＦＰ対応に係る外国証券規則上の検討事項  

 

2017 年４月 10 日 

日本証券業協会 

 

 基本対応方針 

Asia Region Funds Passport（以下「ＡＲＦＰ」という。）ルールでは、ＡＲＦＰファンド

を輸入する際は、当該ファンドのＡＲＦＰルールへの適合状況をホスト国（輸入国）におい

ても認証を行うこととなっている。日本においては、適合状況の確認を代行協会員が行うス

キームとすることから、外国証券の取引に関する規則（以下「外国証券規則」という。）にお

いて、ＡＲＦＰファンド専用の選別基準（ＡＲＦＰ選別基準）を新設することとする。 

 

１．ＡＲＦＰ選別基準について 

ＡＲＦＰ選別基準については、「現行選別基準（一部）＋ＡＲＦＰルール」とする。 

つまり、ＡＲＦＰルールへの充足に加えて、現行選別基準のうち、ＡＲＦＰルールにはな

い項目、例えば、国内代理人の指定、代行協会員の設置、自己証券の取得禁止等への充足を

求めることとする。また、現行選別基準とＡＲＦＰルールの両方に規定が存在するが、内容

が一部異なる部分、例えば、空売り禁止規定等については、ＡＲＦＰルールを満たせば良い

とするか。【参考１：現行選別基準とＡＲＦＰルールの対比表】 

 

２．選別基準の具体的な規定方法 

ＡＲＦＰルールは、現行選別基準と比較して、項目が多岐に渡り、詳細に規定されているこ

とから、外国証券規則上、ＡＲＦＰルールをそのままＡＲＦＰ選別基準として規定するのは現

実的ではないと考える。ついては、外国証券規則では、ＡＲＦＰ選別基準として詳細を規定せ

ず、ＡＲＦＰルールを参照する方式としてはどうか（これにより、将来、ＡＲＦＰルールの改

正があった場合でも、規則改正を行わずに同期できるというメリットもある。）。 

具体的には、外国証券規則第 16条及び第 17条に、それぞれ、ＡＲＦＰ専用の選別基準の条

文として、第２項を新設する。 

 

【条文イメージ】外国証券規則第 16条 

２ 国内においてアジア地域ファンド・パスポート（以下「ARFP」という。）の認証を受

ける外国投資信託受益証券の選別基準は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事

項とする。 

１ ARFPルールへの適合  

アジア地域ファンド・パスポートの創設及び実施に係る協力覚書（MOC）で規定する基準

（以下「ARFPルール」という。）に適合していること。 

２ 国内における代理人の指定 

資 料 
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３ 裁判管轄権 

・・・ 

 

３．その他の検討事項 

（１）適合状況確認書の明確化 

現行の外国証券規則第 18 条において、販売開始時の届出書類について規定しているが、実

務上、代行協会員から提出を受けている選別基準への適合状況確認書が「その他本協会が必要

と認める書類」となっていることから、今回を契機に、適合状況確認書の提出を規則上、明確

化することとしてはどうか。 

（２）届出書等の提出タイミング 

日本では、ＡＲＦＰファンドのホスト国の承認手続きは代行協会員が選別基準への適合状況

を確認し、協会が代行協会員からの届出書を確認した結果を金融庁に連絡する方法を採ること

から、ＡＲＦＰファンドであることを当局への各種届出書に記載するためには、現行の外国投

信に係る各種届出書等の提出に係る標準的タイムラインの見直しが必要となる。具体的には、

有価証券届出書の提出日をＸ日とすると、現在、有価証券届出書の効力発生日の前日（Ｘ＋15

日）に金融庁に提出している外国投資信託に関する届出書をＸ－１日までに、また、協会に提

出している外国投資信託証券取扱届出書の提出日を、Ｘ－６日にするなど、前倒しする必要が

ある。【参考２－１：ＡＲＦＰファンドの募集等に係るタイムライン（案）】 

 

４．その他の論点 

これまで、金融庁との間で、以下のとおり確認している。 

（１）ＡＲＦＰファンドとしての登録が取り消された場合について 

ホーム国での登録及び日本における参加手順が完了したファンドが、事後的にホーム国で

の登録等（第三国での認可を含む。）が取り消されたとしても、現行選別基準に適合している

場合には、日本国内での販売継続を認めるのか。 

⇒その場合には、外国投資信託の届出の変更、有価証券届出書の訂正、日証協への取扱い届

出を改めて行えば、販売可能になるだろう。 

（２）ＡＲＦＰファンドによる参加手順を踏まない国内販売 

ホーム国でのＡＲＦＰファンドとしての登録等（第三国での認可を含む。）が完了している

ファンドが、日本で公募する際にＡＲＦＰファンドとしての手続きを執らないことを認める

のか（現行選別基準にのみ適合すれば良いとすると、何ら規制強化（手続き追加を含む。）に

はならないと考えられる。）。 

⇒ＡＲＦＰファンドとしての販売を強制することは難しいが、その場合、ホーム国でＡＲＦ

Ｐ認証を受けていることを強調すること等により、日本でも承認されているかのような誤解

を招くようなことは防止しなければならないだろう。 

以 上 
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ARFP ファンドの募集等に係るタイムライン（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α日 

「外国投資信託証券取扱届出書」等の提出（協会） 

・ 外国証券の取引に関する規則第 18条第１項 

（販売開始の届出等） 

 代行協会員は、当該外国投資信託証券について別に定める様式により作成した

「外国投資信託証券取扱届出書」及び当該締結した契約書の写しその他本協会が

必要と認める書類を本協会に提出しなければならない。 

⇒ 日証協は、選別基準への適合状況の確認結果を金融庁に連絡する。 

 

Ｘ日 「有価証券届出書」の提出（財務局） 

・ 金融商品取引法第４条第１項（抜粋） 

（募集又は売出しの届出） 

 有価証券の募集又は売出しは、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関

し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。 

Ｘ＋１日 外国投資信託の仮募集の開始 

（販売用資料（金融商品取引法第 13条第５項）等による勧誘） 

Ｘ＋１６日 「有価証券届出書」の効力発生 

外国投資信託の募集開始 

（目論見書による勧誘） 

・ 金融商品取引法第８条第１項（抜粋） 

（届出の効力発生時期） 

第４条第１項から第３項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第５条第１項

の規定による届出書を受理した日から 15日を経過した日に、その効力を生ずる。 

・ 金融商品取引法第 15条第２項（抜粋） 

（届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付） 

 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機

関又は金融商品仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集

又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、目論見書をあらかじめ又

は同時に交付しなければならない。 

 
～ 
～ 

Ｘ－１日 「外国投資信託に関する届出書」の提出（金融庁） 

【ホスト国におけるARFP認可（通知手順方式）】 

・ 投資信託及び投資法人に関する法律第 58条 

・ 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 96条 

３ 法第五十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

三 当該外国投資信託が設定された国の法令に基づき、当該外国投資信託の設定につ

いて承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、

その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し 

⇒ホーム国における ARFP ファンドとしての登録認可を証する書類の届出を義務付

ける。 

 
～ 
～ 
～ 

● ARFPファンドが選別基準不適合となった場合 

「外国投資信託証券選別基準不適合の通知書」の提出（協会） 

・ 外国証券の取引に関する規則第 21条第４項（抜粋） 

（資料の送付等） 

代行協会員は、代行業務に係る外国投資信託証券が選別基準に適合しないことと

なったときは、直ちに、その旨を本協会に報告するとともに、当該外国投資信託

証券を顧客に販売した協会員に通知しなければならない。 

⇒ 日証協は、代行協会員から提出を受けた「外国投資信託証券選別基準不適合

の通知書」を金融庁に提出する。 

Ｘ－６日 

参考２-１ 



【現行】外国投資信託の募集に係る届出例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「外国投資信託証券取扱届出書」等の提出（協会） 

・ 外国証券の取引に関する規則第 18条第１項 

（販売開始の届出等） 

 代行協会員は、当該外国投資信託証券について別に定める様式により作成した

「外国投資信託証券取扱届出書」及び当該締結した契約書の写しその他本協会が

必要と認める書類を本協会に提出しなければならない。 

Ｘ日 「有価証券届出書」の提出（財務局） 

・ 金融商品取引法第４条第１項（抜粋） 

（募集又は売出しの届出） 

 有価証券の募集又は有価証券の売出しは、発行者が当該有価証券の募集又は

売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができ

ない。 

Ｘ＋１日 外国投資信託の仮募集の開始 

（販売用資料（金融商品取引法第 13条第５項）等による勧誘） 

Ｘ＋１５日 
「外国投資信託に関する届出書」の提出（金融庁） 

・ 投資信託及び投資法人に関する法律第 58条第１項（抜粋） 

（外国投資信託の届出） 

 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等が行われ

る場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資

信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

一 委託者、受託者及び受益者に関する事項 

二 受益証券に関する事項 

三 信託の管理及び運用に関する事項 

四 信託の計算及び収益の分配に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

Ｘ－１日 

Ｘ＋１６日 「有価証券届出書」の効力発生 

外国投資信託の募集開始 

（目論見書による勧誘） 

・ 金融商品取引法第８条第１項（抜粋） 

（届出の効力発生時期） 

第４条第１項から第３項までの規定による届出は、内閣総理大臣が第５条第１項

の規定による届出書を受理した日から 15日を経過した日に、その効力を生ずる。 

・ 金融商品取引法第 15条第２項（抜粋） 

（届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付） 

 発行者、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機

関又は金融商品仲介業者は、前項の有価証券又は既に開示された有価証券を募集

又は売出しにより取得させ、又は売り付ける場合には、第十三条第二項第一号に

定める事項に関する内容を記載した目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなけ

ればならない。 

Ｘ＋α 「証券の発行又は募集に関する報告書」の提出（日本銀行） 

・ 外国為替及び外国貿易法第 55条の３第１項（抜粋） 

（資本取引の報告） 

居住者又は非居住者が次の各号に掲げる資本取引の当事者となったときは、政

令で定める場合を除き、当該各号に定める区分に応じ、当該居住者又は非居住者

は、その都度、政令で定めるところにより、当該資本取引の内容、実行の時期そ

の他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。 

八 第 20条第６号に掲げる資本取引のうち、非居住者による本邦における証券の

発行又は募集      非居住者 

 
～ 
～ 

参考２-２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国投資信託受益証券及び外国投資証券の選別基準における 

デリバティブ取引の制限及び信用リスクの管理に係るＱ＆Ａ 

（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 11月 14日 

 

日本証券業協会 

参考３ 
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２．デリバティブ取引等の制限関係 

 

本Ｑ＆Ａで示しているデリバティブ取引等のリスク管理方法以外の管理方法 

 

Q８：本Ｑ＆Ａで示しているリスク管理方法以外の方法により管理会社等がデリバティブ取

引等のリスク管理を行うことは認められますか。 

 

A８：本Ｑ＆Ａで示しているリスク管理方法は例示であり、管理会社等が適当と認めるリス

ク管理手法によりデリバティブ取引等のリスクを管理することを妨げるものではあ

りません。したがって、例えば、ＥＵ域内の国で設定された外国投資信託証券に関し

て管理会社等がＵＣＩＴＳに係るＥＵ指令に準拠した当該国の法令に基づく管理を

行うことは基本的に「合理的な方法」として認められると考えますが、個別の外国投

資信託証券毎の管理実態を確認する必要があることにご留意ください。 
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３．信用リスクの管理関係 

 

 

本Ｑ＆Ａで示している信用リスクの管理方法以外の管理方法 

 

Q17：信用リスクを適正に管理する方法として、Q９から Q16 までにかかわらず合理的な方

法と考えられる方法はありますか。 

 

A17：例えば、次に掲げる方法については、A９から A16 までにかかわらず合理的な方法と

考えられます。 

(1)  投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 25条第 2号に定める投資信託

又は投資信託協会「MMF等の運営に関する規則」に定める投資信託に類する外

国投資信託が、当該外国投資信託の約款又はこれに類する書類に従い運用す

ること 

(2)  約款又はこれに類する書類において、次に掲げる要件をすべて満たす指数（有

価証券指数、商品指数、商品先物指数等）の価格変動に対して一定の倍率で

連動する投資成果をめざす旨を定め、かつ当該指数を構成する有価証券等の

発行体等のエクスポージャーを零とみなして、A９から A16までに定める方法

でエクスポージャーを計算した場合において、一の者に係るエクスポージャ

ーが A９に定める比率を超えないこととすること 

イ． 当該外国投信の管理会社等以外の者によって算出されるものである

こと 

ロ． 指数及びその算出方法が公表されているものであること 

ハ． 有価証券指数にあっては、多数の銘柄の価格を総合的に表すもので

あること 

(3)  投資対象に支配的な銘柄が存在し、又は存在することとなる可能性が高い場

合（投資対象市場やテーマなどから合理的に可能性が高いと判断されるもの

に限る。）において、次に掲げるすべての措置を講ずること 

イ． A９に定める「10％」「20％」をともに「35％」と読み替えて A９に

記載した方法で管理すること 

ロ． 交付目論見書の表紙に特化型運用を行う旨を目立つように表示する

こと 

ハ． 「ファンドの目的・特色」の欄に支配的な銘柄が存在する旨（存在

することとなる可能性が高い旨を含む。）及びその影響を記載するこ

と 

(4)  A９から A16までに定める方法で計算した一の者に対するエクスポージャーの
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投資信託財産の純資産に定める比率が A９に定める比率を超えることとなる

場合には、当該一の者の名称をファンドの日本語名称又は愛称に一般投資家

が容易に理解できるよう明確に付し、かつ(3) ロ及びハの措置を講ずること 

 

また、本Ｑ＆Ａで示しているリスク管理方法は例示であり、管理会社等が適当と認め

るリスク管理手法により信用リスクを管理することを妨げるものではありません。し

たがって、例えば、ＥＵ域内の国で設定された外国投資信託証券に関して管理会社等

がＵＣＩＴＳに係るＥＵ指令に準拠した当該国の法令に基づく管理を行うことは基

本的には「合理的な方法」と認められると考えますが、個別の外国投資信託証券毎の

管理実態を確認する必要があることにご留意ください。 
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【参考条文】 

投資信託及び投資法人に関する法律 

（外国投資信託の届出） 

第五十八条 外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等（その内容等を勘

案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除

く。）が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託

に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

一～五 （略） 

２ 前項の規定による届出には、当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令

で定める書類を添付しなければならない。 

 

（外国投資法人の届出） 

第二百二十条 外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、当該外国投資法人の発行する投資

証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券に類する証券（以下この条及び第二百二十三条において

「外国投資証券」という。）の募集の取扱い等（その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生

ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。）が行われる場合においては、あ

らかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資法人に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣

に届け出なければならない。 

一～七 （略） 

２ 前項の規定による届出には、当該外国投資法人の規約又はこれに相当する書類その他内閣府令で

定める書類を添付しなければならない。 

 

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 

（外国投資信託の届出等） 

第九十六条 

３ 法第五十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一、二 （略） 

三 当該外国投資信託が設定された国の法令に基づき、当該外国投資信託の設定について承認、認可、

許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出

書又はこれらに相当する書面の写し 

 

（外国投資法人の届出等） 

第二百六十一条  

３ 法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一、二 （略） 

三 当該外国投資法人が設立された国の法令に基づき、当該外国投資法人の設立について承認、認可、

許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出

書又はこれらに相当する書面の写し 

 

参考４ 
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外国証券の取引に関する規則 

（対 象 証 券） 

第15条 協会員が顧客（適格機関投資家を除く。）に対し勧誘（外国証券売出しを除く。）を行うこ

とができる外国投資信託証券は、次の各号の全てを満たしており投資者保護上問題がないことを当

該協会員が確認したものでなければならない。 

１ 次に定める要件を満たしている国又は地域の法令に基づき設立されたものであること。 

イ 外国投資信託証券に係る制度について法令が整備されていること。 

ロ 外国投資信託証券に係る開示について法令等が整備されていること。 

ハ 外国投資信託証券の発行者を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること。 

ニ 外国投資信託証券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。 

２ 募集の取扱い又は売出しに該当する場合、次条又は第17条に定める「選別基準」に適合してい

るものであること。 

（外国投資信託受益証券の選別基準） 

第16条 外国投資信託受益証券（オープン・エンド型に限り、外国ＥＴＦを除く。以下、この条に

おいて同じ。）の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。 

１ 最低純資産の額 

イ 外国投資信託の純資産が１億円（外貨の円換算は、日本銀行が公表する基準外国為替相場又

はこれに準ずるものによる。以下、本条及び次条において同じ。）以上のものであること。 

ロ 管理会社（受益証券の発行者）の純資産が5,000万円以上であること。 

２ 保管場所の指定 

銀行又は信託会社に資産の保管に係る業務を委託したものであること。 

３ 国内における代理人の指定 

管理会社の代理人（管理会社から国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任さ

れた個人又は法人をいう。）が国内に設置されているものであること。この場合において、当該

代理人は第５号の代行協会員（外国投資信託証券（当該協会員が選別基準に適合していることを

確認したものに限る。）の指定会社であって、当該外国投資信託証券の発行者又は現地の引受会

社との契約により第21条の業務を当該外国投資信託証券の発行者に代って国内で行う協会員を

いう。以下同じ。）が兼務することを妨げない。 

４ 裁判管轄権 

我が国の投資者が取得した外国投資信託受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国

に属することが明らかなものであること。 

５ 代行協会員の設置 

代行協会員が国内に設置されているものであること。 

６ 空売りの制限 

空売りを行った証券の時価総額が純資産を超えるものでないこと。 

７ 借入れの制限 

イ 外国不動産投資信託受益証券以外の外国投資信託受益証券については、純資産の10％を超え

て借入れを行うものでないこと。ただし、合併等により、一時的に10％を超える場合はこの限

りでない。 
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ロ 外国不動産投資信託受益証券については、資産運用等の必要から資金の借入れを行う場合に

は、投資信託財産の健全性に留意し行うものであること。 

８ デリバティブ取引等の制限 

 外国投資信託受益証券（外国不動産投資信託受益証券を除く。次号において同じ。）については、

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生

し得る危険に対応する額としてあらかじめ管理会社又は運用会社が定めた合理的な方法により

算出した額が純資産を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金商法第２条第20

項に規定するデリバティブ取引（新株予約権証券、外国新株予約権証券、新投資口予約権証券、

外国新投資口予約権証券又は同法第２条第１項第19号 に規定するオプションを表示する証券若

しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する

法律施行令第３条第10号に規定するものをいう。）を含む。）をいう。以下同じ。）を行うもので

ないこと。 

９ 信用リスクの管理 

 外国投資信託受益証券については、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の

相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。以下同じ。）を適正に管理する

方法としてあらかじめ管理会社又は運用会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を

行うものでないこと。 

10 同一法人の株式の取得制限 

管理会社が運用を行う外国投資信託受益証券の全体において、１発行会社の議決権（投信法第９

条第１号に規定する議決権をいう。以下同じ。）の総数の50％を超えて当該発行会社の株式に投

資するものでないこと。この場合における百分率の計算は、買付時点基準若しくは時価基準によ

るものとする（以下本条及び次条において同じ。）。 

11 価格の透明性の確保 

私募株式、非上場株式及び不動産等流動性に欠けるものに投資する場合、価格の透明性を確保す

る方法が取られているものであること。ただし、ファンドの投資方針として、流動性に欠ける資

産への組入れを15％以下としていることが明らかであるものについてはこの限りでない。 

12 不適切取引の禁止 

管理会社が自己又は当該投資信託証券の受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、

受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害する取引を禁止するものであるこ

と。 

13 経営者の変更 

管理会社の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものであること。 

14 買取方法の明確性 

外国投資信託受益証券が設立された国において、投資者からの売戻しに対する買取方法が明確に

されているものであること。 

15 投資者に対する開示 

外国投資信託受益証券が設立された国において投資者及び監督官庁に対し、外国投資信託受益証

券の内容に関する開示が行われているものであること。ただし、金商法による開示が行われてい

る場合はこの限りでない。 
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16 監査証明 

外国投資信託受益証券の財務諸表について独立の監査人の監査を受けているものであること。 

（外国投資証券の選別基準） 

第17条 外国投資証券（オープン・エンド型の外国投資証券に限り、外国ＥＴＦを除く。以下、こ

の条において同じ。）の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。 

１ 最低純資産の額 

イ 外国投資法人が保持する純資産が１億円以上のものであること。 

ロ 運用会社の純資産が5,000万円以上であること。 

２ 保管場所の指定 

銀行又は信託会社に資産の保管に係る業務を委託したものであること。 

３ 国内における代理人の指定 

外国投資法人の代理人（外国投資法人から国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限

を委任された個人又は法人をいう。）が国内に設置されているものであること。この場合におい

て、当該代理人は代行協会員が兼務することを妨げない。 

４ 裁判管轄権 

我が国の投資者が取得した外国投資証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国に属する

ことが明らかなものであること。 

５ 代行協会員の設置 

代行協会員が国内に設置されているものであること。 

６ デリバティブ取引等の制限 

 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生

し得る危険に対応する額としてあらかじめ外国投資法人、管理会社又は運用会社が定めた合理的

な方法により算出した額が純資産を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等を行う

ものでないこと。 

７ 信用リスクの管理 

 信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ外国投資法人、管理会社又は運用会社が定め

た合理的な方法に反することとなる取引を行うものでないこと。 

８ 同一法人の株式の取得制限 

外国投資法人が、１発行会社の議決権の総数の50％を超えて当該発行会社の株式を取得するもの

でないこと。 

９ 自己証券の取得禁止 

外国投資法人が、自ら発行した外国投資証券を取得するものでないこと。 

10 不適切取引の禁止 

運用会社が自己又は第三者の利益をはかる目的で行う取引等、投資主の保護に欠け、若しくは投

資法人の資産の運用の適正を害する取引を禁止するものであること。 

11 経営者の変更 

外国投資法人の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものである

こと。 

12 買取方法の明確性 
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外国投資証券が設立された国において、投資者からの売戻しに対する買取方法が明確にされてい

るものであること。 

13 投資者に対する開示 

外国投資証券が設立された国において投資者及び監督官庁に対し、外国投資証券の内容に関する

開示が行われているものであること。ただし、金商法による開示が行われている場合はこの限り

でない。 

14 監査証明 

外国投資証券の財務諸表について独立の監査人の監査を受けているものであること。 

（販売開始の届出等） 

第18条 代行協会員は、当該外国投資信託証券について別に定める様式により作成した「外国投資

信託証券取扱届出書」及び当該締結した契約書の写しその他本協会が必要と認める書類を本協会に

提出しなければならない。 

２ 代行協会員がその代行業務（代行協会員が外国投資信託証券の発行者又は現地の引受会社との契

約により当該外国投資信託証券の発行者に代わって国内で行う第21条の業務をいう。以下同じ。）

を廃止しようとするときは、その旨を本協会に届け出なければならない。 
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